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その後も新た
にGHS分類が

された物質の
中から追加

約2900物質
まで拡大
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R5年 674 →  R6年＋234 →  R7年＋700 →  R8年＋850  以降毎年＋α
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分
野

関係条文

化
学
物
質
管
理
体
系
の
見
直
し

①ラベル表示・SDS等による通知の義務対象物質拡大 安衛令別表第９

②リスクアセスメント対象物に関する事業者の責務（ばく露の程度の低減等) 安衛則577条の2

③皮膚等障害化学物質等への直接接触の防止 安衛則594条の2・3

④衛生委員会の付議事項（自律的管理の実施状況の調査審議） 安衛則22条

⑤がん等の把握強化（1年以内に2人以上同種がん罹患時の措置） 安衛則97条の2

⑥リスクアセスメント結果等の記録 安衛則34条の2の8

⑦労働災害発生事業場等への指示 安衛則34条の2の10

⑧リスクアセスメント対象物健康診断・濃度基準値超え時の健康診断 安衛則577条の2

実
施
体
制
の

確
立

⑨化学物質管理者の選任 安衛則12条の5

⑩保護具着用管理責任者の選任 安衛則12条の6

⑪雇い入れ時教育（取り扱う化学物質に関する危険有害性の教育） 安衛則35条

情
報
伝
達
の
強
化

⑫SDS通知方法の柔軟化（HPや2次元コードの活用） 安衛則34条の2の5

⑬「人体に及ぼす作用」の確認・更新（5年以内ごとに変更要否確認他） 安衛則34条の2の5

⑭SDS通知事項の追加等（用途・使用上の注意・重量％表示ほか） 安衛則34条の2の４他

⑮別容器等での保管時の措置（ラベル表示や文書交付により伝達） 安衛則33条の2

そ
の
他

⑯管理水準良好事業場の特別規則適用除外（局長の認定による） 特化則・有機則
鉛則・粉じん則⑰作業環境測定結果が第三管理区分事業場の措置強化

⑱特殊健康診断の実施頻度の緩和（作業環境測定等の結果による） 特化則・有機則・鉛則
四アルキル則

化学物質政省令改正主要項目



化学物質管理で押さえておきたいポイント

１ リスクアセスメント対象物を使用(製造・取り扱い)しているのか？

２ 化学物質管理者を選任しているか？（則12条の5）

３ 化学物質のリスクアセスメントを実施しているか？ （法57条の3）

５ リスクアセスメントの結果、保護具によりリスク低減を図ることとしている場合
保護具着用管理責任者を選任しているか？（則12条の6）

７ がん原性物質を使用しているか？

６ 濃度基準値が定められている物質を使用しているか？

８ 皮膚等障害化学物質を使用しているか？
4

濃度基準値以下とする
（則577条の2 ２項）

保護具を使用させる
（則594条の2）

健診個人票・ばく露状況記録 30年保存
（則577条の2 5項・11項）

４ リスクアセスメント結果に基づき、ばく露低減措置を講じているか？
（則577条の２）1項

まず確認！
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今回の労働安全衛生法令の改正で、リスクアセスメント対

象物質が、危険有害性が確認されている物質全て※に拡大さ

れるのに伴い、厚生労働省では、化学物質管理をサポートす

るポータルサイト「ケミガイド」を公開しております。

このサイトでは、化学物質の管理や災害事例を中心に紹介

をしていますので、是非ご利用ください。
※ 令和６年度現在対象となっている約900物質から順次拡大し、令和８年４月に

約2300物質となり、その後も危険有害性が確認された物質を追加していきます。

化学物質管理について「自分の職場にも関係するかも」と

思った方には、より詳しく紹介しているサイトとして「ケミ

サポ」がございます。

「ケミサポ」では、法律に従って自分たちで自律的に化学

物質の管理を進める手順を、詳しく説明しています。

🔍 厚生労働省 ケミガイド

🔍 労働安全衛生総合研究所 ケミサポ

リスクアセスメント対象物の検索サイトについて

リスクアセスメント対象物かどうか？
職場のあんぜんサイトで検索すると簡単です。
物質名またはCAS番号で検索可能 🔍 職場のあんぜんサイト
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化学物質情報の検索サイト等について

https://www.chem-info.nite.go.jp/chem/chrip/chrip_search/srhInput

NITE－CHRIP

独立行政法人 製品評価技術基盤機構 HPにNITE-CHRIPというサイトがあります。ワンストップ
で化学物質管理ができるデータベースであり、化学物質に関する国内外の法規制情報、 有害性情報等
を検索できます。CAS番号、名称、分子式のどれかで検索が可能です。

ナイトクリップ検索 検索

Yahoo! ・ Google 等の検索サイトを使用する場合

化学物質から調べる



7

ラベルでアクションについて
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建設現場で使用している化学物質管理について

建設現場では各工程ごとに様々な化学物質を含有している材料や薬剤が使用されています。

工事種別 主な材料

杭工事 セメント・安定液

土・山留工事 地盤改良材・グラウト材・止水材・水質調整材

鉄筋・鉄骨工事 防錆剤・耐火被覆材

型枠工事 剥離剤

左官工事 セメント・吸水防止材・接着増強材・補修材

塗装工事 有機溶剤系塗料・水系塗料・剥離剤

防水工事 アスファルト防水材・シート防水材・接着剤

防水工事(目地) 弾性シーリング材・油性コーキング材

内外装材 接着材・塗床剤・発泡ウレタン

令和5年8月30日付けで、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令（令和5年政令第265号）
及び労働安全衛生規則及び労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省
令の一部を改正する省令（令和5年厚生労働省令第108号）において、ポルトランドセメントにつ
いてはラベル・SDS対象物質から除外されている。

9



(1) 選任が必要な事業場

リスクアセスメント対象物を製造、取扱い、または譲渡提供をする事業場（業種・規模要件なし）

・個別の作業現場毎ではなく、工場、店社、営業所等事業場ごとに化学物質管理者を選任

・一般消費者の生活の用に供される製品のみを取り扱う事業場は、対象外

・事業場の状況に応じ、複数名の選任も可能、事業場内の労働者から選任することが原則

科 目 時間

学

科

教

育

化学物質災害の発生の原因 30分

化学物質の危険有害性 ２時間半

関係法令 １時間

化学物質の危険性または有害

性の調査
３時間

化学物質の危険性または有害

性の調査の結果に基づく措置
2時間

実

習

化学物質の危険性または有害

性の調査とその結果に基づく

措置

３時間

※1 専門的講習：令和4年9月7日 化学物質管理者講習告示・・学科9時間 実技3時間

※2 化学物質管理者講習に準ずる講習：令和4年9月7日基発0907第1号 令和5年7月14日基発0714第8号 学科6時間

リスクアセスメント対象物の
製 造 事 業 場

・専門的講習※1の修了者
・同等以上の能力を有する者

リスクアセスメント対象物の
製造事業場以外の事業場

資 格 要 件 な し
（準ずる講習※2の受講を推奨）

安衛則12条の5化学物質管理者の選任について
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(2) 選任要件

化学物質の管理に関わる業務を適切に実施できる能力を有する者

(4) 資格要件

労働衛生コンサルタント（労働衛生工学）
化学物質管理専門家の要件該当者

(3) 職務（安全衛生規則第12条の５に規定）

ラベル・SDS等の確認、リスクアセスメントの実施とばく露防止

措置の管理、自律的な管理に関わる各種記録作成保存と労働者への

周知教育ほか （譲渡提供事業場はSDS交付、労働者への周知教育）

２
2024(R6).4.1施行



（ばく露の程度の低減等）
第５７７条の２ 事業者は、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場に
おいて、リスクアセスメントの結果等に基づき、労働者の健康障害を防止するため、代替
物の使用、発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置の設置及び稼働、作業
の方法の改善、有効な呼吸用保護具を使用させること等必要な措置を講ずることにより、
リスクアセスメント対象物に労働者がばく露される程度を最小限度にしなければならない。

労働安全衛生規則第577条の2 1項

リスクアセスメント対象物へのばく露の程度の低減等

リスクアセスメントに基づく自律的な化学物質管理の強化
（改正省令施行通達 R4.5.31 基発0531第9号）

本規定における「リスクアセスメント」とは、法第57条の３第１項の規定により行われるリスクアセス
メントをいうものであり、安衛則第34条の２の７第１項に定める時期において、化学物質等による危険性
又は有害性等の調査等に関する指針
(平成27年９月18日付け危険性又は有害性等の調査等に関する指針公示第３号）
(改正 令和5年4月27日 危険性又は有害性等の調査等に関する指針公示第4号）に従って実施すること。
ただし、事業者は、化学物質のばく露を最低限に抑制する必要があることから、同項のリスクアセスメン
ト実施時期に該当しない場合であっても、ばく露状況に変化がないことを確認するため、過去の化学物質
の測定結果に応じた適当な頻度で、測定等を実施することが望ましいこと。

11

202３(R５).4.1施行

※過去にリスクアセスメントを実施していれば、その結果に基づき、ばく露低減措置を講じてください。
過去に実施していなければ、それ以外の情報に基づきばく露低減措置を実施。

(結果等の「等」にはクリエイト・シンプルの結果などを含みます。）

３



化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針
「化学物質リスクアセスメント指針」
(改正 令和5年4月27日 危険性又は有害性等の調査等に関する指針公示第4号）

化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針について
「第3号通達」
(改正 令和5年4月27日 基発0427第3号）

リスクアセスメントを実施しましょう！
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《リスクアセスメントとは》
化学物質や製剤の持つ危険性や有害性を特定し、それによる労働者への危険または健康
障害を生じるおそれの程度を見積もり、リスクの低減対策を検討することをいいます。
《対象となる事業場は》
業種、事業場規模にかかわらず、対象となる化学物質の製造・取扱いを行うすべての事
業場が対象となります。
《リスクアセスメントの実施義務の対象物質》
事業場で扱っている製品に、対象物質が含まれているかどうか確認しましょう。
対象はラベル表示及びＳＤＳ交付等の義務対象物質になります。

《関連通達》

改正前の指針に基づく
「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に
関する指針」リーフレット

３



化学物質リスク低減措置の内容

優先順位１(代替物)
・危険性または有害性のより低い物質への代替

例 濃度基準値やばく露限界がより高い物質
GHSまたはJISZ7252(GHSに基づく化学品の分類方法)に基づく危険性または有害性の区分がよ

り低い物質に代替（※危険有害性が不明な物質を、危険性または有害性が低いものとして扱うことは不可）

・化学反応のプロセス等の運転条件の変更
例 温度や圧力などの運転条件を変えて発散量を減らす

・取り扱う化学物質等の形状の変更等またはこれらの併用によるリスクの低減
例 化学物質などの形状を、粉から粒に変更して取り扱う

優先順位２(密閉化)

・リスクアセスメント対象物に係る機械設備等の防爆構造化、安全装置の二重化等の工学的対策
・リスクアセスメント対象物に係る機械設備等の密閉化、局所排気装置の設置等の衛生工学的対策

(リスクアセスメント対象物の有害性による）

優先順位３(作業手順)

・作業手順の改善、立入禁止等の管理的対策
作業手順の改善、立入禁止措置のほか、作業時間の短縮、マニュアルの整備、ばく露管理、警報の運

用、複数人数制の採用
・教育訓練、健康管理等作業者等を管理する対策

優先順位４(最終手段として保護具)

・リスクアセスメント対象物の有害性に応じた有効な保護具の選択、使用
対象物および性能を確認した上で有効と判断される場合に使用する
保護具の選定に当たっては、必要に応じてその対象物および性能を製造者に確認する
有効な保護具が存在しない、入手できない場合は、優先順位１から３の措置により十分にリスクを低

減させるように検討する

労働安全衛生法に基づく労働安全衛生規則や特別則に規定がある場合は、その措置を講ずる必要がある。

13

４



建災防
化学物質管理ページ

建設業労働災害防止協会において、建設業における化学物質の労働者のばく露濃度低減対策を効果
的に進めるため、化学物質のリスク管理に使用できる作業別マニュアルやQ&Aを作成しています。

下記6種類の典型的な作業について公表されています

１ セメント系粉体取扱い作業マニュアル
２ スラリー状のコンクリートを使用する作業マニュアル
３ ドア塗装等有機溶剤取扱い作業マニュアル
４ 防水等有機溶剤取扱い作業マニュアル
５ シーリング等有機溶剤取扱い作業マニュアル
６ 接着作業リスク管理マニュアル

建災防新たな化学物規制概要Q&A
建災防作業別マニュアルQ&A

例 ドア塗装作業抜粋

14



保護具について

リスクアセスメント対象物の有害性に応じて有効な保護具の選択、
使用をする必要があります。

参考通達等
①防じんマスク、防毒マスク及び電動ファン付き呼吸用保護具の
選択、使用等について
②皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル

① ②

留意事項

①吸収缶の有効時間は環境中のガス濃度に
よって大きく左右されます。このガス濃度
と有効時間の関係をグラフで表したものが
「破過曲線」です。
(興研(株)防毒マスクカタログより抜粋)

②化学防護手袋は化学物質の種類や使用時
間に応じた耐透過性能を有し、作業性の良
いものを選択する。
((株)重松製作所防護手袋カタログより抜粋)

15



労働安全衛生規則第12条の６

保護具着用管理責任者の選任の義務化

2024(R6).4.1施行

（保護具着用管理責任者の選任等）
第十二条の六 化学物質管理者を選任した事業者は、リスクアセスメントの結果に基づく措
置として、労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任し、次に掲げ
る事項を管理させなければならない。
一 保護具の適正な選択に関すること。
二 労働者の保護具の適正な使用に関すること。
三 保護具の保守管理に関すること。

２ 前項の規定による保護具着用管理責任者の選任は、次に定めるところにより行わなけれ
ばならない。
一 保護具着用管理責任者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
二 保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから選任すること。

３ 事業者は、保護具着用管理責任者を選任したときは、当該保護具着用管理責任者に対し、
第一項に掲げる業務をなし得る権限を与えなければならない。

４ 事業者は、保護具着用管理責任者を選任したときは、当該保護具着用管理責任者の氏名
を事業場の見やすい箇所に掲示すること等により関係労働者に周知させなければならない。

保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者（基本通達に記載）

①化学物質管理専門家 ②作業環境管理専門家 ③労働衛生コンサルタント
④第１種衛生管理者又衛生工学衛生管理者⑤衛生関係の作業主任者⑥安全衛生推進者
⑦「保護具着用管理責任者教育」受講者（６時間教育） 16

５

作業主任者・・保護具の使用状況の監視



よくある質問 建設現場の化学物質管理者・保護具着用管理責任者について
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保護具着用管理責任者
令和4年12月26日 基安化発1226第1号

化学物質管理者関係通達
令和4年９月７日 基発0907第1号

厚生労働省HP内 通達・告示参照

関連告示 令和4年
厚生労働省告示第274号
厚生労働省告示第275号
厚生労働省告示第276号

問 化学物質管理者の選任はどのように行えばよいか？元請職員は現場・店社で化学物質を製造ある
いは取り扱うことは無いので対象外であるという認識で良いか。

答 元請事業場について
自らリスクアセスメント対象物を製造、取扱い、又は譲渡・提供しない場合は法的には選任義務

はありません。ただし、元請が協力業者にセメント、生コン等を譲渡・提供するようなケースでは、
元請にも化学物質管理者を選任し、協力業者に対して危険有害性に関する情報を提供することが必
要となります。

下請事業場について
化学物質管理者は店社等の事業場単位で選任することが義務付けられていますので、下請事業場

において出張先の建設現場にまで化学物質管理者の選任を求める趣旨ではありません。

問 建設業において保護具着用管理責任者はどのように選任すればよいのか？
答 保護具着用管理責任者は、業種や規模にかかわらず、リスクアセスメントの結果に基づく措置と

して、労働者に保護具を使用させるときに、事業場で選任しなければならないものであり、適切に
職務が行える範囲で選任・配置する必要があります。現場作業所ごとに選任することまで求められ
ていませんが、元請、下請にかかわらず所属する労働者に、リスクアセスメントに基づき保護具を
使用させる場合において、各々の事業者が事業場において保護具着用管理責任者を選任する必要が
あります。



２ 事業者は、リスクアセスメント対象物のうち、一定程度のばく露に抑えることによ
り、労働者に健康障害を生ずるおそれがない物として厚生労働大臣が定めるものを製造
し、又は取り扱う業務（主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除
く。）を行う屋内作業場においては、当該業務に従事する労働者がこれらの物にばく露
される程度を、厚生労働大臣が定める濃度の基準以下としなければならない。

労働安全衛生規則第577条の2 2項

濃度基準値設定物質への対応

2024(R6).4.1施行

濃度基準値設定物質については、労働者がばく露される程度を基準値以下にする必要
がある。（令和6年4月施行分67物質・令和7年10月施行分＋112物質）

※特化則等の特別規則の適用のある物質は2重規制を避けるため濃度基準値設定せず
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2項

本規定の「厚生労働大臣が定める濃度の基準」については、順次、厚生労働大臣告示で定めてい
く予定。濃度基準値が定められるまでの間は、日本産業衛生学会の許容濃度、米国政府労働衛生専
門家会議（ＡＣＧＩＨ）のばく露限界値（ＴＬＶ－ＴＷＡ）等が設定されている物質については、
これらの値を参考にし、これらの物質に対する労働者のばく露を当該許容濃度等以下とすることが
望ましいこと。本規定の労働者のばく露の程度が濃度基準値以下であることを確認する方法には、
下記囲みの方法が含まれること。また、確認の実施に当たっては、技術上の指針に留意すること。

６

① 個人ばく露測定の測定値と濃度基準値を比較する方法、
作業環境測定（Ｃ・Ｄ測定）の測定値 と濃度基準値を比
較する方法
② 作業環境測定（Ａ・Ｂ測定）の第一評価値と第二評価値
を濃度基準値と比較する方法
③ 厚生労働省が作成したＣＲＥＡＴＥ－ＳＩＭＰＬＥ等の
数理モデルによる推定ばく露濃度と濃度基準値と比較する
等の方法

令和6年5月8日 技術上の指針公示第26号

化学物質による健康障害防止のための
濃度の基準の適用等に関する技術上の
指針(全40ページ)



○対象物質
労働安全衛生規則第34条の２の７第１項第１号に規定するリスクアセスメント対象物のうち、
国が行う化学物質の有害性の分類の結果、発がん性の区分が区分１に該当する物※1であって、
令和３年３月31日までの間において当該区分に該当すると分類されたもの。
（エタノール・特別管理物質及び事業者が上記物質を臨時に取り扱う場合を除く）

労働安全衛生規則第577条の2第5項・11項の規定に基づきがん原性がある物
として厚生労働大臣が定めるもの（がん原性物質）について

○施行期日等
令和５年４月１日から適用される物質（約120物質）
令和６年４月１日から適用される物質（約80物質）
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令和4年12月26日 基発1226第4号
(一部改正）令和5年4月24日 基発0424第2号
労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として
厚生労働大臣が定めるものの適用について

がん原性物質対象物一覧表

(通達)

７



皮膚・眼刺激性、皮膚腐食性または皮膚から吸収され健康障害を引き起こしうる化学物質と当該物質

を含有する製剤を製造し、または取り扱う業務に労働者を従事させる場合には、その物質の有害性に応

じて、労働者に皮膚障害等防止用保護具を使用させなければならない。

皮膚等障害化学物質等への直接接触の防止

① 健康障害を起こすおそれのあることが明らかな物質を製造し、または取り扱う業務に
従事する労働者 （則594条の2）

▶ 保護眼鏡、不浸透性の保護衣、保護手袋、履物等適切な保護具を使用させる(義務）

② 健康障害を起こすおそれがないことが明らかなもの以外の物質を製造し、または取り
扱う業務に従事する労働者（①の労働者を除く） （則594条の3）

▶ 保護眼鏡、不浸透性の保護衣、保護手袋、履物等適切な保護具を使用させるよう努め
る(努力義務）

健康
障害のおそれ

2023(R5)
4.1

2024(R6)
4.1

明らか（①）

ないことが明らか
でない（②）

ないことが明らか

努力義務

努力義務

義務

(皮膚障害等防止用保護具の着用は不要)
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８

（皮膚刺激性有害物質）
約850物質

（皮膚吸収性有害物質）
296物質

皮膚等障害化学物質 リスト 検索
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ＨＰ掲載内容
・新たな規制の概要・本改正の主なポイント・関係法令・関係通達等・報道発表資料
・パリックコメントに寄せられた意見・対象物質一覧・よくあるお問い合わせ
・参考資料・テキスト・動画・マニュアル・相談窓口

施行通達
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について
令和4年5月31日 基発0531第9号 全34ページ
最終改正 基発0508第3号 令和6年5月8日

厚生労働省HP

厚生労働省HPに政省令改正関係全般について資料を掲載していますのでご確認ください。

省令改正の施行通達についてもご確認ください。

化学物質関係政省令改正の資料について

省令改正の施行通達
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化学物質関係リーフレットについて

政省令改正の総合
的なリーフレット
A４判 4ページ

政省令改正の総合
的なリーフレット
A４判 ８ページ

皮膚等障害防止に
関して不浸透性保
護具に関する
リーフレット
A４判 ８ページ



制度の内容・職場の化学物質管理に関する相談窓口

職場における化学物質管理に関する以下のような相談にお応えする窓口を設置しています。

・制度の内容に関する相談 ・職場で使用する化学物質のラベルやSDSに関すること

・リスクアセスメントの実施方法等

事業者のための化学物質管理無料相談窓口

（テクノヒル株式会社 化学物質管理部門）

電話 050-5577-4862 テクノヒル 相談窓口 検索

受付時間 平日10:00～17:00（12:00～13:00を除く）

※土日祝日・国民の休日・年末年始を除く

メールでのお問い合わせも受け付けています。

詳しくはテクノヒル株式会社のウェブサイトをご覧ください。

https://www.technohill.co.jp/telsoudan/
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１．趣旨
現在、国内で使用されている化学物質は数万種類にのぼり、化学物質
による労働災害のうち、特定化学物質障害予防規則等の特別規則の対
象となっていない物質によるものが約８割を占めている。これに対応
するため、厚生労働省では、国が行う化学品の危険性・有害性の分類
（ＧＨＳ分類）で危険性・有害性が区分されている物質全てを対象と
して、事業者が危険性・有害性の情報に基づくリスクアセスメントを
実施し、その結果に基づき、国の定める基準等の範囲内で、ばく露防
止のために講ずべき措置を事業者自らが適切に選択、実施すること
（自律的管理）を基軸とする新たな規制を導入し、本年４月に施行し
たところである。

新たな規制の対象となる化学物質（リスクアセスメント対象物）は、
順次拡大され、令和８年４月までに、約3,000物質程度が指定される
予定である。これに伴い、対策を講ずべき事業場の範囲が、従来の製
造業中心から、第三次産業を含めた幅広い業種に大幅に拡大する。

また、業種・規模に関わらず、リスクアセスメント対象物を製造し
又は取り扱う全ての事業場において、化学物質管理者を選任し、化学
物質を管理させる必要があり、これまで化学物質の管理の経験の少な
い中小零細事業場に対しても、新たな化学物質規制を広く浸透させる
取組が必要となる。

また、国際的には、令和５年９月に第５回国際化学物質管理会議に
おいて採択された「化学物質に関するグローバル枠組み（ＧＦＣ）―
化学物質や廃棄物の有害な影響から解放された世界へ」において、多
様な分野（環境、経済、社会、保健、農業、労働等）における多様な
主体（政府、政府間組織、市民社会、産業界、学術界等）によるライ
フサイクル（製造から製品への使用等を経て廃棄まで）を通じた化学
物質管理が求められていることから、国内の化学物質管理において環
境と労働分野が連携し相乗効果を高めていくことが必要である。

環境省では、こうした国際的な潮流も踏まえつつ、持続可能な社会
の実現に向け、事業者による化学物質の自主的管理の改善を促進する
こと等により、環境の保全上の支障の未然防止を図っているところで
ある。

このような背景を踏まえ、厚生労働省と環境省が連携し、令和６年
度を初年度とし、毎年２月に化学物質管理強調月間を展開することに
より、広く一般に職場における危険・有害な化学物質管理の重要性に
関する意識の高揚を図るとともに、化学物質管理活動の定着を図るこ
ととする。

化学物質管理強調月間について（令和７年2月）

２．スローガン 公募により決定する。
３．期間 毎年2月（２月１日～２月28日）（第１回は令和７年２月)
４．実施体制 主唱者：厚生労働省、中央労働災害防止協会

実施者：各事業者
５．実施事項
（１）主唱者・協力連携者・協賛者
(ア) 化学物質管理に係る広報資料等の作成、配布
(イ) スローガン等の選定
(ウ) 雑誌等を通じた広報
(エ) 事業者間で意見交換・好事例の情報交換を行うワークショップ等

の開催
(オ）「化学物質と環境に関する政策対話」等の実施による情報共有及

び意思疎通
(カ）化学物質アドバイザー等を活用した普及啓発
(キ) 事業者の実施事項についての指導援助
(ク) その他「化学物質管理強調月間」にふさわしい行事等の実施
(ケ) (ア)～(ク)の事項を実施するため、協力者に対し、支援、協力の

依頼

（２）実施者
(ア)事業者又は総括安全衛生管理者による職場巡視
(イ)スローガン等の掲示
(ウ) 化学物質管理に関する優良職場、功績者等の表彰
(エ) 有害物の漏えい事故、酸素欠乏症等による事故等緊急時の災害を

想定した実地訓練等の実施
(オ)化学物質管理に関する講習会・見学会等の開催、作文・写真・標

語等の掲示、その他労化学物質管理への意識高揚のための行事等の
実施

(カ) 日常の化学物質管理の総点検
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令和6年4月26日発表 令和6年6月27日発表 化学物質災害事例等


